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森
林
太
郎

森
林
太
郎

宮
内
官
僚

宮
内
官
僚

第十一回
野の

口ぐ
ち

　
武た

け

則の
り

鷗
外
が
御
歴
代
数
調
査
を
止
め
た
の
か

　

大
正
期
に
宮
内
大
臣
の
管
理
下
に
設
置
さ
れ
た
帝
室
制
度
審
議
会

の
総
裁
・
伊
東
巳み

よ代
治じ

は
大
正
十
（
一
九
二
一
）
年
、
停
滞
し
て
い

た
皇こ
う

統と
う

譜ふ

令れ
い

制
定
に
向
け
た
議
論
の
再
開
を
宮
内
大
臣
の
牧ま
き
の野

伸の
ぶ

顕あ
き

に
強
く
働
き
か
け
た
。
そ
れ
に
待
っ
た
を
掛
け
た
の
が
、
宮
内
省
図ず

書し
ょ
の

頭か
み

で
同
審
議
会
御ご

用よ
う

掛が
か
りを
務
め
て
い
た
鷗
外
だ
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
連
載
第
十
回
で
問
題
提
起
し
た
。
図
書
寮
の
所
管
事
項
の

第
一
は
皇
統
譜
の
管
理
で
、
鷗
外
は
担
当
部
署
の
責
任
者
だ
っ
た
。

　

皇
統
譜
令
制
定
の
前
提
と
な
る
御
歴
代
数
調
査
を
鷗
外
が
止
め
よ

う
と
し
た
と
類
推
で
き
る
記
述
が
、『
倉
富
勇
三
郎
日
記
』
に
あ
る
。

鷗
外
の
死
か
ら
お
よ
そ
七
カ
月
後
、
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
二

月
二
十
八
日
条
だ
。
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
論
文
や
著
作
は
管
見
の
限

り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
御
歴
代
数
調
査
に
関
す
る
新
た
な
委
員
会
の

設
置
を
巡
り
、
宮
内
省
内
で
調
整
が
続
い
て
い
た
時
期
だ
。
こ
の
問

題
に
牧
野
大
臣
が
慎
重
だ
っ
た
理
由
を
巡
り
、
宮
内
次
官
の
関
屋
貞

三
郎
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

「
大
臣
は
元
来
審
議
会
の
こ
と
を
好
ま
ず
。
殊こ
と

に
御
歴
代
調
査
の

伊
東
巳
代
治
総
裁
と
の
確
執
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こ
と
に
付
て
は
故
森
（
林
太
郎
）
が
生
存
中
、
森
よ
り
大
臣
に
対

し
、
御
歴
代
調
査
の
件
は
明
治
天
皇
に
上
奏
し
た
る
こ
と
あ
り
た

る
も
、
陛
下
は
何
の
御お

詞こ
と
ばも
な
く
、
陛
下
の
御
詞
な
き
と
き
は
御お
ん

思お
ぼ
し

召め
し

に
適か
な

は
ざ
る
こ
と
な
る
も
の
に
て
、
其そ
の
ま
ま儘

に
な
り
た
る
趣
お
も
む
き

な
る
旨む
ね

を
話
し
た
る
こ
と
あ
り
。
大
臣
は
尚な
お

更さ
ら

此こ
の
こ
と事

に
熱
心
な
ら

ず
」

「
或あ

る
時
森
よ
り
聞
き
た
る
こ
と
を
伊
東
（
巳
代
治
）
に
話
し
、

伊
東
は
森
の
談
は
全
く
事
実
に
違
ひ
居
る
と
て
、
五
味
（
均
平
）

を
経
て
森
の
不
都
合
を
詰な
じ

り
、
森
も
結
局
誤
解
な
り
し
こ
と
を
五

味
に
述
べ
た
る
趣
な
り
」

「
予よ

又
予
は
森
（
林
太
郎
）
が
大
臣
に
話
し
た
り
と
云い

ふ
話
は
是こ
れ

ま
で
聞
き
た
る
こ
と
な
し
。
但た
だ

伊
藤
公
（
博
文
）
が
制
度
調
査
局

総
裁
た
り
し
と
き
、
葬
儀
令
案
を
呈し
め

し
て
御ご

裁さ
い

可か

を
願
ひ
た
る
と

き
、
明
治
天
皇
よ
り
此こ
の
し
き式
は
朕ち
ん

に
適
用
す
る
も
の
な
り
や
と
の

御ご

さ

た
沙
汰
あ
り
。
其そ
の
ま
ま儘

御
裁
可
を
得
ず
し
て
、
今
日
に
至
り
居
る
と

の
こ
と
は
聞
き
た
る
こ
と
あ
り
と
云
ふ
」

　

御
歴
代
数
調
査
は
明
治
天
皇
の
「
御
思
召
」（
意
向
）
に
沿
わ
な

い
も
の
だ
っ
た
と
鷗
外
が
牧
野
大
臣
に
伝
え
た
の
に
対
し
、
そ
れ
は

事
実
と
異
な
る
と
し
て
、
伊
東
が
五
味
を
通
じ
て
鷗
外
を
問
い
詰
め

た
。
結
局
、
鷗
外
の
誤
解
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
落
着
し
た
と
の
話

だ
。
た
だ
し
、
鷗
外
が
牧
野
に
伝
え
た
と
さ
れ
る
話
は
、
倉
富
が
こ

れ
ま
で
聞
い
た
も
の
と
は
異
な
る
と
い
う
。『
倉
富
日
記
』
で
「
葬

儀
令
案
」
と
記
さ
れ
る
の
は
、「
皇
室
喪そ
う

儀ぎ

令
案
」
を
指
す
と
み
ら

れ
る
。

　

鷗
外
と
伊
東
が
衝
突
し
た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
が
、
本
当
に
鷗
外

の
単
な
る
誤
解
だ
っ
た
の
か
。
何
や
ら
裏
が
あ
り
そ
う
な
書
き
ぶ
り

で
あ
る
。

明
治
天
皇
の
「
御
詞
」
と
「
御
思
召
」
は
あ
っ
た
か

　

ま
ず
、
明
治
天
皇
の
「
御
詞
」
や
「
御
思
召
」
が
あ
っ
た
の
か
を

確
認
し
て
み
た
い
。
明
治
天
皇
に
条
文
案
が
届
け
ら
れ
た
の
は
、
皇

統
譜
令
が
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
二
月
三
日
、
皇
統
譜
令
施

行
規
則
は
同
年
六
月
十
三
日
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
当
時
の
帝
室
制
度

調
査
局
総
裁
だ
っ
た
伊
藤
博
文
が
上
奏
し
た
。

伊東巳代治
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『
明
治
天
皇
紀
』
同
年
二
月
三
日
条
は
、
韓
国
統
監
の
伊
藤
が
任

地
に
赴
く
た
め
に
拝
し
た
と
記
さ
れ
、
皇
統
譜
令
に
関
す
る
記
述
は

な
い
。
一
方
、同
年
六
月
十
三
日
条
に
は
、伊
藤
が
立り
っ

儲ち
ょ

令
及お
よ
び

附
式
、

皇
族
就
学
令
、
皇
室
服ふ
く

喪も

令
、
皇
室
喪
儀
令
、
国
葬
令
、
位
階
令
、

華
族
世
襲
財
産
法
、
華
族
令
施
行
規
則
、
華
族
世
襲
財
産
法
施
行
規

則
、
皇
統
譜
令
施
行
規
則
を
上
奏
し
、「
而し
こ
うし
て
皇
室
服
喪
令
は
再

査
に
係か
か

る
も
の
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

六
月
十
三
日
条
の
出
典
に
は
『
徳と
く

大だ
い

寺じ

実さ
ね

則つ
ね

日
記
』
が
挙
げ
ら
れ

る
。
徳
大
寺
は
明
治
天
皇
の
側
に
仕
え
る
役
職
の
長
官
で
あ
る
侍じ

従じ
ゅ
う

長ち
ょ
うで

、日
記
は
国
文
学
研
究
資
料
館
の
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
よ
り
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
も
の
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲

覧
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
伊
藤
が
上
奏
し
て
皇
統
譜
令
施
行
規

則
な
ど
の
皇
室
令
を
「
右み
ぎ

御お

手て

許も
と

差さ
し

上あ
げ

」
し
、
こ
の
う
ち
皇
室
服
喪

令
の
下
に
だ
け
「（
再
査
）」
と
記
さ
れ
る
。
明
治
天
皇
の
言
葉
は
記

録
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
再
査
と
さ
れ
た
皇
室
服
喪
令
は
三
年

後
の
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
制
定
さ
れ
た
。
一
方
、
皇
統

譜
令
、
皇
統
譜
令
施
行
規
則
、
皇
室
喪
儀
令
な
ど
は
大
正
期
に
持
ち

越
さ
れ
た
。

　

伊
東
の
伝
記
『
伯は
く

爵し
ゃ
く

伊
東
巳
代
治　

下
』（
晨
亭
会
編
発
行
、
一

九
三
八
年
）
で
は
、
帝
室
制
度
調
査
局
が
上
奏
し
た
諸
法
案
の
う
ち

「
仍な

ほ
重
要
の
法
案
に
し
て
御ご

下か

附ふ

あ
ら
せ
ら
れ
ざ
る
も
の
、
又
は

手
続
停て
い
と
ん頓
し
て
未
だ
制
定
を
見
る
に
至
ら
ざ
る
も
の 

尠す
く
なし
と
せ
ず
」

と
、
停
滞
し
た
事
実
を
記
す
が
、
理
由
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

裁
可
が
下
り
な
か
っ
た
皇
室
喪
儀
令

　

経
緯
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
が
、
帝
室
制
度
調
査
局
に
伊
東
と
と

も
に
従
事
し
た
宮
内
官
僚
の
栗
原
広
太
の
回
想
で
あ
る
（
国
立
国
会

図
書
館
憲
政
資
料
室
蔵「
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書
」二
一
七
の「
皇

室
典
範
其
他
皇
室
法
令
の
制
定
史
に
就
て
（
栗
原
広
太
）」）。
制
定

が
見
送
ら
れ
た
皇
室
令
な
ど
に
つ
い
て
、
明
治
天
皇
が
「
一
々
精
密

に
御ご

査さ

閲え
つ

遊
ば
さ
れ
」
た
上
に
、「
ま
だ
御
手
許
か
ら
御
下
げ
に
な

ら
ぬ
法
律
案
、
勅
ち
ょ
く

令れ
い

案
、
皇
室
令
案
が
あ
り
。
ま
た
御
下
げ
に
な
つ

た
も
の
の
中
で
も
、
手
続
き
が
渋
滞
し
て
制
定
公
布
に
至
ら
ぬ
も
の

も
若
干
あ
り
ま
し
た
」と
し
て
い
る
。
さ
ら
に「
他
の
皇
室
令
は
続
々

御
下
げ
に
」
な
る
中
、皇
室
喪
儀
令
案
だ
け
裁
可
が
下
り
な
い
た
め
、

徳
大
寺
侍
従
長
が
明
治
天
皇
に
理
由
を
尋
ね
た
。
す
る
と
明
治
天
皇

は
「
天
皇
大
喪
儀
の
規
定
は
、
朕ち
ん

の
為た
め

に
設
け
た
や
う
な
も
の
だ
」

と
漏
ら
し
た
。そ
れ
を
聞
い
た
栗
原
は
宮
内
大
臣
や
伊
東
と
相
談
し
、

裁
可
を
催
促
し
な
い
こ
と
を
決
め
、
そ
の
ま
ま
明
治
天
皇
が
亡
く

な
っ
た
と
い
う
。

　

栗
原
に
よ
る
と
、
天
皇
の
裁
可
が
下
り
な
か
っ
た
の
は
皇
室
喪
儀

令
案
だ
け
で
、
皇
統
譜
令
案
に
つ
い
て
言
及
は
な
い
。「
他
の
皇
室

令
は
続
々
御
下
げ
に
」
な
っ
た
も
の
の
、「
手
続
き
が
渋
滞
し
て
制

定
公
布
に
至
ら
ぬ
も
の
」
の
中
に
、
皇
統
譜
令
案
は
含
ま
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
時
代
背
景
と
し
て
、
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
に

南
北
朝
正せ
い

閏じ
ゅ
ん

問
題
が
起
こ
り
、
北
朝
の
天
皇
を
代
数
に
数
え
る
か
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ど
う
か
が
政
治
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
、
皇
統
譜
令
案
が
先
送

り
さ
れ
た
背
景
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

『
倉
富
日
記
』
の
鷗
外
発
言
を
検
証
す
る

　

次
に
、『
倉
富
日
記
』
大
正
十
二
年
二
月
二
十
八
日
条
に
記
さ
れ

た
鷗
外
の
発
言
を
以
下
の
よ
う
に
三
区
分
し
て
、
整
合
性
を
検
証
し

て
み
た
い
。

　

㈠ 

「
御
歴
代
調
査
の
件
は
明
治
天
皇
に
上
奏
し
た
る
こ
と
あ
り
た

る
も
、
陛
下
は
何
の
御
詞
も
な
く
」

　

㈡ 

「
陛
下
の
御
詞
な
き
と
き
は
御
思
召
に
適
は
ざ
る
こ
と
な
る
も

の
に
て
」

　

㈢
「
其
儘
に
な
り
た
る
」

　

前
述
し
た
よ
う
に
、『
明
治
天
皇
紀
』、
徳
大
寺
の
日
記
、
栗
原
の

回
想
か
ら
は
、
㈠
に
つ
い
て
明
治
天
皇
が
皇
統
譜
令
案
や
御
歴
代
数

調
査
に
関
し
て
何
ら
か
の
言
及
を
し
た
と
の
記
録
は
確
認
で
き
な

い
。
鷗
外
の
発
言
を
否
定
す
る
材
料
は
な
い
。

　

明
治
天
皇
の
「
御
詞
」
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
、
栗
原
の
回
想

に
よ
る
と
、
皇
統
譜
令
案
と
同
時
期
に
上
奏
さ
れ
た
皇
室
喪
儀
令
の

制
定
に
慎
重
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
時
の
宮
内
大

臣
や
帝
室
制
度
調
査
局（
後
の
帝
室
制
度
審
議
会
）の
メ
ン
バ
ー
だ
っ

た
伊
東
ら
に
伝
わ
っ
て
い
た
。
倉
富
も
同
様
の
話
を
伝
え
聞
い
た
と

い
う
。

　

ま
た
、
皇
統
譜
令
は
明
治
期
に
制
定
さ
れ
ず
、
㈢
は
事
実
だ
。
一

方
、
㈡
は
明
治
天
皇
の
「
御
詞
」
が
な
か
っ
た
と
い
う
出
来
事
に
対

す
る
解
釈
で
あ
る
。
天
皇
が
発
言
し
な
か
っ
た
場
合
に
、「
御
思
召
」

を
側
近
が
忖
度
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
明
治
天
皇
の
内
心

を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
だ
。
立
憲
君
主
の
立
場
を
自
覚
し
て
自
ら

の
考
え
や
感
情
を
自
制
す
る
よ
う
な
場
面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、『
明
治
天
皇
紀
』
や
側
近
の
回
想
な
ど
に
は
、
天
皇
が
上
奏
な

ど
に
反
対
意
見
を
述
べ
た
り
、
憂
慮
や
怒
り
の
言
葉
を
露
わ
に
し
た

り
す
る
様
子
が
度
々
記
さ
れ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
明
治
二
十
七
（
一
八
九
四
）
年
に
日
清
戦
争
が
開
戦
し

た
時
の
こ
と
だ
。
宣
戦
の
詔
し
ょ
う

勅ち
ょ
くが

公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
伊
勢

神
宮
と
孝
明
天
皇
陵
に
報
告
す
る
勅
ち
ょ
く

使し

を
派
遣
す
る
よ
う
宮
内
大
臣

の
土ひ
じ

方か
た

久ひ
さ

元も
と

が
明
治
天
皇
に
打
診
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
天
皇
は
「
今

回
の
戦
争
は
朕ち
ん

素も
と

よ
り
不
本
意
な
り
」
と
明
言
し
て
、
そ
の
必
要
は

な
い
と
答
え
た
。
こ
れ
を
諫
め
た
土
方
に
対
し
、
顔
も
見
た
く
な
い

と
激
怒
し
て
退
席
を
求
め
た
。
最
終
的
に
勅
使
は
派
遣
さ
れ
た
も
の

の
、
天
皇
は
開
戦
に
不
満
だ
っ
た
こ
と
を
ぶ
ち
ま
け
て
い
る
（
笠
原

英
彦
『
明
治
天
皇　

苦
悩
す
る
「
理
想
的
君
主
」』
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
六
年
。
伊
藤
之
雄
『
明
治
天
皇
─
む
ら
雲
を
吹
く
秋
風
に
は

れ
そ
め
て
─
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）。

　

明
治
天
皇
に
仕
え
た
宮
内
官
僚
の
栗
原
広
太
も
、「
明
治
天
皇
は
、

宮
内
大
臣
等
が
御
裁
可
を
奏そ
う

請せ
い

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
往
々
反
対
の

御
意
見
を
仰
せ
ら
れ
、
如い

何か

に
申
上
げ
て
も
、
執
拗
に
御
自
説
を
主

張
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
（
栗
原
『
人
間
明
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治
天
皇
」（
駿
河
台
書
房
、
一
九
五
三
年
）。
例
と
し
て
、
日
露
戦
争

に
皇
族
の
閑か
ん

院い
ん

宮の
み
や

載こ
と

仁ひ
と

が
出
征
す
る
際
の
陪
食
を
巡
り
、
日
程
に

余
裕
が
な
い
た
め
帰
国
後
に
し
た
い
と
言
う
天
皇
と
、
出
征
前
を
主

張
す
る
宮
内
大
臣
の
田
中
光み
つ

顕あ
き

が
、
共
に
「
顔
を
真
ッ
赤
に
し
て
、

論
争
」
し
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　

以
上
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
鷗
外
の
発
言
を
「
全
く
事
実
に
違

ひ
居
る
」
と
問
い
詰
め
た
伊
東
の
方
に
分
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

た
だ
、
牧
野
が
御
歴
代
数
調
査
に
慎
重
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、

鷗
外
の
存
命
中
に
着
手
し
な
か
っ
た
。
官
制
改
革
に
よ
る
職
員
の
リ

ス
ト
ラ
に
取
り
組
む
中
、
鷗
外
の
進
言
が
牧
野
の
慎
重
姿
勢
の
一
因

と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
も
し
く
は
、
元
々
慎
重
だ
っ
た
牧
野
が

事
業
を
進
め
な
い
口
実
と
し
て
、
鷗
外
の
言
葉
を
利
用
し
た
こ
と
も

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。

鷗
外
の
「
誤
解
」
だ
っ
た
の
か

　

大
正
十
年
二
月
二
十
九
日
に
牧
野
が
宮
内
大
臣
に
就
任
し
て
以

降
、
翌
十
一
（
一
九
二
二
）
年
七
月
九
日
に
鷗
外
が
死
去
す
る
ま
で

の
間
、『
鷗
外
日
記
』
に
二
人
の
面
会
は
計
八
回
記
さ
れ
る
。
一
方
、

『
牧
野
伸
顕
日
記
』に
は
、鷗
外
と
の
面
会
が
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
う
ち
用
件
が
御
歴
代
数
調
査
だ
と
確
認
で
き
る
の
は
、
鷗
外
が

宮
内
省
に
出
向
き
「
六り
っ

国こ
く

史し

の
事こ
と

並
び
に
帝て
い

室し
つ

世せ
い

次じ

の
事こ
と

を
言
う
」

と
記
さ
れ
た
大
正
十
年
十
月
二
十
九
日
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
面
会
に

は
関
屋
宮
内
次
官
も
陪
席
し
て
い
た
。
そ
の
他
の
面
会
日
は
別
の
用

件
が
書
か
れ
て
い
る
か
宴
席
な
ど
の
た
め
、
天
皇
の
「
御
詞
」「
御

思
召
」
と
い
う
機
密
性
の
高
い
話
を
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
日
と
み

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
鷗
外
に
よ
る
牧
野
へ
の
進
言
は
、
伊
東
に
よ
っ
て
撤
回

さ
せ
ら
れ
た
。『
倉
富
日
記
』
大
正
十
二
年
三
月
六
日
条
に
、
事
の

顚
末
が
よ
り
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
大
臣
は
此こ
の
だ
ん談

（
＝
鷗
外
の
発
言
）
が
本も
と

と
為な

り
、
之こ
れ

を
調
査
す

る
こ
と
を
憚は
ば

か
り
居
り
た
る
も
、
伊
東
が
此
こ
と
を
聞
き
、
五
味

（
均
平
）
を
し
て
森
を
詰
問
せ
し
め
、
森
が
誤
解
な
り
し
旨
を
言

明
し
た
る
為た
め

、
此
点
に
関
す
る
大
臣
の
懸
念
は
な
く
な
り
、
之
を

調
査
す
る
こ
と
に
は
異
議
な
き
こ
と
に
な
り
居
る
と
の
こ
と
な

り
」

　

や
は
り
、
牧
野
大
臣
が
慎
重
だ
っ
た
の
は
、
鷗
外
の
進
言
が
あ
っ

た
か
ら
の
よ
う
だ
。
し
か
し
、
伊
東
が
詰
問
し
て
鷗
外
の
発
言
が
誤

解
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
牧
野
が
事
業
を
止
め
る
理
由
が
な
く

な
っ
た
と
い
う
。

　
『
倉
富
日
記
』
で
は
鷗
外
の
「
誤
解
」
と
さ
れ
た
が
、『
元
号
考
』、

六
国
史
校
訂
、『
天
皇
皇
族
実
録
』
の
執
筆
、
編
集
作
業
に
専
念
し

た
い
鷗
外
に
は
、
新
た
な
業
務
負
担
と
な
る
御
歴
代
数
調
査
を
止
め

た
い
動
機
が
あ
っ
た
。
明
治
天
皇
の
「
御
詞
」
が
な
か
っ
た
、
も
し

く
は
確
認
で
き
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
伊
東
の
事
業
を
止
め
よ
う
と

い
う
意
図
を
持
っ
て
牧
野
に
進
言
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

史
料
に
基
づ
き
天
皇
の
歴
史
を
考
証
す
る
事
業
に
携
わ
っ
た
鷗
外
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だ
っ
た
が
、
こ
の
時
ば
か
り
は
明
治
天
皇
の
発
言
を
巡
る
「
事
実
」

を
置
き
去
り
に
し
て
で
も
、
大
物
政
治
家
・
伊
東
に
対
抗
す
る
た
め

政
略
的
に
振
る
舞
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

鷗
外
に
よ
る
牧
野
へ
の
進
言
が
大
正
十
年
十
月
二
十
九
日
だ
っ
た

と
す
れ
ば
、
伊
東
の
巻
き
返
し
は
、
そ
れ
以
後
で
鷗
外
が
病
状
悪
化

に
よ
り
出
勤
で
き
な
く
な
る
翌
十
一
年
六
月
十
五
日
ま
で
の
お
よ
そ

半
年
の
間
に
起
き
た
こ
と
に
な
る
。

　

結
局
、
鷗
外
は
伊
東
に
屈
し
、
御
歴
代
数
調
査
の
開
始
を
容
認
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
敗
北
感
と
屈
辱
を
味
わ
う
中
で
死
を
迎
え

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

伊
東
と
の
距
離
感
は
『
鷗
外
日
記
』
の
二
人
の
面
会
記
録
に
表
れ

て
い
る
。
鷗
外
は
毎
年
、
正
月
に
年
賀
の
あ
い
さ
つ
で
役
所
の
上
官

を
回
っ
た
。
帝
室
博
物
館
総
長
兼
図
書
頭
に
就
任
後
は
、
宮
内
省
高

官
と
皇
族
が
多
い
。
帝
室
制
度
審
議
会
総
裁
の
伊
東
と
面
識
を
持
つ

の
は
、
大
正
七
年
一
月
に
鷗
外
が
審
議
会
の
御
用
掛
を
拝
命
し
て
か

ら
で
、
年
賀
の
あ
い
さ
つ
は
翌
大
正
八
年
か
ら
始
ま
っ
た
。
九
、
十

両
年
も
正
月
の
日
記
に
「
伊
東
子
巳
代
治
」
と
記
さ
れ
た
が
、
十
一

年
は
「
牧
野
宮
相
、
山
県
公
、
閑
院
宮
、
中
橋
文
相
、
山
梨
陸
相
、

関
屋
宮
内
次
官
貞
三
郎
諸
邸
を
歴
訪
す
」
な
ど
例
年
通
り
あ
い
さ
つ

回
り
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伊
東
の
名
前
が
消
え
た
。

　
『
倉
富
日
記
』
を
見
る
と
、
倉
富
は
大
正
十
一
年
一
月
四
日
に
伊

東
宅
を
年
賀
の
あ
い
さ
つ
に
訪
ね
て
い
る
。
伊
東
が
こ
の
年
の
正
月

に
面
会
を
断
っ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。『
鷗
外
日
記
』
で
は
大
正
十

年
七
月
二
十
三
日
の
帝
室
制
度
審
議
会
に
出
席
し
て
以
降
、
伊
東
と

面
会
し
た
記
録
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
元
々
鷗
外
が
同
審
議
会
や
伊

東
に
批
判
的
だ
っ
た
こ
と
は
、
大
正
九
年
に
昭
憲
皇
太
后
の
諡
号
を

巡
る
賀
古
鶴
戸
宛
書
簡
で
「
審
議
会
に
は
礼
や
典
故
を
知
る
も
の
一

人
も
な
し
」「
帝
室
制
度
審
議
会
（
伊
藤マ
マ

巳
代
治
）
に
妨
げ
ら
れ
」

な
ど
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
加
え
、

大
正
十
一
年
正
月
の
段
階
で
二
人
の
確
執
が
一
層
深
ま
っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

■ 鷗外が図書頭として取り組んだ事業
形態 成　　否

帝諡考 個人 〇
就任後直ちに編集
を決定。
大正十年に刊行

元号考 個人 △

生前に完成せず。
吉田増蔵が引き継
ぎ、「昭和」を考
案

天皇皇族実録 組織 △

大正八年から八年
間で完成させる計
画だったが、大幅
に遅れる。昭和
十一年に脱稿

六国史校訂
準備作業 組織 △

死の五カ月後に完
了。その後に想定
した定本化は見送
り

競
合

↑
↓

皇統譜令の制定
（＝帝室世次事） 組織 ×

着手せず。死後に
後任が着手し、大
正十五年に制定
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鷗
外
死
去
後
に
進
展

　

御
歴
代
数
調
査
の
会
議
体
新
設
に
伊
東
が
再
び
動
き
始
め
た
の

は
、
大
正
十
一
年
七
月
九
日
に
鷗
外
が
死
去
し
、
十
二
日
に
葬
儀
、

十
三
日
に
埋
葬
が
終
わ
っ
た
ま
さ
に
直
後
で
あ
る
。
七
月
十
九
日
に

牧
野
宮
内
大
臣
に
面
会
を
申
し
込
み
、二
十
三
日
に
面
会
し
た
。『
牧

野
日
記
』
年
七
月
二
十
三
日
条
に
よ
る
と
、
伊
東
は
帝
室
制
度
審
議

会
の
業
務
が
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
、「
何
等
仕
事
挙あ
が

ら

ず
尽
位
素
餐
（
＝
尸し

位い

素そ

餐さ
ん

の
誤
り
か
。
地
位
に
あ
り
な
が
ら
職
責

を
果
た
さ
ず
無
駄
に
禄
を
食
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
）
の
責
に
堪
へ

ず
」
と
し
て
総
裁
を
辞
す
と
伝
え
た
。
牧
野
は
思
い
止
ま
る
よ
う
促

し
、
日
記
に
「
相
当
処
置
を
要
す
」
と
記
し
た
。

　

伊
東
の
辞
意
は
額
面
通
り
に
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。
辞
意
を

大
臣
に
突
き
付
け
て
、
自
ら
の
要
求
を
呑
ま
せ
よ
う
と
す
る
政
治
的

駆
け
引
き
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。
同
様
の
手
口
は
、
大
正
七
年
に

帝
室
制
度
審
議
会
で
王
公
家
規
範
（
韓
国
併
合
後
の
旧
韓
国
皇
帝
と

親
族
の
身
分
や
財
産
な
ど
に
関
す
る
規
定
）
の
審
議
が
難
航
し
た
際

も
使
っ
て
い
る
。
伊
藤
博
文
の
懐
刀
と
し
て
、
数
々
の
難
局
を
乗
り

切
り
地
位
を
築
い
て
き
た
海
千
山
千
の
政
治
家
と
し
て
の
振
る
舞
い

だ
。

　

伊
東
の
目
的
は
、
御
歴
代
数
調
査
の
委
員
会
を
設
け
さ
せ
る
こ
と

に
あ
っ
た
。『
倉
富
日
記
』
同
年
九
月
十
五
日
条
に
は
「
伊
東
は
御

歴
代
調
査
会
を
設
く
る
こ
と
を
熱
心
に
主
張
し
、
之こ
れ

を
設
け
ざ
る
な

ら
ば
復ま

た
制
度
審
議
会
総
裁
の
辞
表
を
出
す
べ
き
様
の
口こ
う

気き

（
＝
口

振
り
）
を
漏
ら
し
」
と
、
明
確
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

最
終
的
に
牧
野
は
伊
東
の
求
め
に
応
じ
て
「
臨
時
御
歴
代
史
実
考

査
委
員
会
」
の
設
置
を
認
め
、
伊
東
は
辞
意
を
撤
回
し
た
。
日
本
近

現
代
史
研
究
者
の
西
川
誠
氏
の
論
文
「
大
正
後
期
皇
室
制
度
整
備
と

宮
内
省
」
は
、「
伊
東
の
提
案
に
牧
野
が
踏
み
切
っ
た
の
は
、
新
帝

を
迎
え
る
た
め
の
宮
中
整
備
の
一
環
と
し
て
、
懸
案
の
皇
室
制
度
も

整
頓
し
よ
う
と
い
う
意
図
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い

る
。山

県
の
死
も
重
な
り

　

大
正
後
期
の
こ
の
時
期
に
伊
東
が
熱
心
に
活
動
し
た
背
景
と
し

て
、
波は

た

の
多
野
敬よ
し

直な
お

、
中
村
雄
次
郎
と
宮
内
大
臣
が
二
代
続
け
て
引
責

辞
任
し
た
こ
と
に
加
え
、
宮
内
省
に
影
響
力
を
有
し
た
元
老
の
山や
ま

県が
た

有あ
り

朋と
も

が
宮
中
某
重
大
事
件
で
失
脚
し
、
そ
の
政
治
的
空
白
を
狙
っ
た

こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
（
前
掲
の
西
川
論
文
）。

　

首
相
の
原は
ら

敬た
か
しは

山
県
と
伊
東
の
関
係
に
つ
い
て
「
山
県
は
伊
東
が

宮
中
に
容よ
う
か
い喙

す
る
（
＝
く
ち
ば
し
を
挟
む
）
こ
と
を
忌い

む
も
の
ゝ
如

し
」（『
原
敬
日
記
』
大
正
十
年
五
月
三
十
一
日
条
）
と
見
て
い
た
。

山
県
系
官
僚
の
代
表
格
で
枢す
う

密み
つ

院い
ん

副
議
長
の
清き
よ

浦う
ら

奎け
い

吾ご

か
ら
聞
い
た

話
と
し
て
、
倉
富
も
「
伊
東
は
山
県
公
の
死
を
待
ち
居
る
と
云
ふ
も

の
あ
れ
ど
も
」（『
倉
富
日
記
』
大
正
八
年
四
月
五
日
条
）
と
記
し
て

い
る
。
同
審
議
会
が
皇
室
関
連
の
法
令
整
備
を
提
案
し
て
も
、
山
県
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が
議
長
に
座
る
枢
密
院
を
通
ら
な
い
案
件
が
多
々
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

山
県
は
大
正
十
一
年
二
月
一
日
に
八
十
三
歳
で
死
去
し
た
が
、
伊

東
が
働
き
か
け
を
再
開
し
た
時
期
が
、
そ
れ
か
ら
約
五
カ
月
を
経
た

鷗
外
の
死
の
直
後
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
山
県
だ
け
で
な
く
鷗
外
も
歯

止
め
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
伊
東
側
近
の
栗
原
広
太
は
、

辞
意
を
示
し
た
伊
東
の
不
満
に
つ
い
て
「
宮
内
省
并な
ら
びに

宮
内
省
よ
り

出
て
居
る
委
員
、
御
用
掛
が
総す
べ

て
審
議
会
に
忠
実
な
ら
ず
」（『
倉
富

日
記
』
大
正
十
一
年
七
月
二
十
七
日
条
）
と
関
屋
次
官
に
伝
え
た
。

御
用
掛
を
務
め
た
鷗
外
も
、
伊
東
の
不
満
の
対
象
だ
っ
た
。
大
局
的

に
は
宮
内
省
に
政
治
的
影
響
力
を
持
っ
た
山
県
、
そ
し
て
実
務
レ
ベ

ル
で
は
皇
統
譜
令
を
所
掌
す
る
図
書
頭
の
鷗
外
と
い
う
二
人
の
死
が

重
な
り
、
伊
東
が
動
き
や
す
い
環
境
が
整
え
ら
れ
た
。

爵
位
を
望
ん
だ
伊
東

　

鷗
外
の
死
か
ら
約
一
年
八
カ
月
後
の
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年

三
月
、
伊
東
の
働
き
か
け
が
よ
う
や
く
実
り
臨
時
御
歴
代
史
実
考
査

委
員
会
が
新
設
さ
れ
た
。
委
員
長
に
は
伊
東
が
自
ら
就
い
た
。
た
だ

し
、
委
員
会
の
名
称
に
「
臨
時
」
が
入
っ
た
こ
と
に
、
宮
内
省
の
消

極
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
。
連
載
第
十
回
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
大
正

六
年
時
点
で
伊
東
が
構
想
し
た
諮
問
事
項
は
十
五
件
に
上
っ
た
が
、

牧
野
大
臣
に
よ
っ
て
長
慶
天
皇
を
皇
代
に
数
え
る
か
ど
う
か
な
ど
三

件
に
絞
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
最
終
的
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
長
慶
天

皇
を
新
た
に
天
皇
と
認
定
す
る
一
件
だ
け
だ
っ
た
。牧
野
に
と
っ
て
、

皇
統
譜
令
の
制
定
に
必
要
な
最
小
限
の
作
業
で
よ
か
っ
た
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
、
宮
内
省
内
で
は
伊
東
が
企
図
し
た
大
が
か
り
な
皇
室

制
度
の
整
備
を
行
う
必
要
性
は
強
く
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
鷗

外
も
同
様
で
あ
る
。
鷗
外
著
『
帝て
い

諡し

考こ
う

』
で
は
、
弘
文
天
皇
、
長
慶

天
皇
、
北
朝
の
五
天
皇
な
ど
御
歴
代
数
調
査
の
対
象
だ
っ
た
人
物
に

つ
い
て
、
諡
号
を
見
出
し
に
掲
げ
る
際
に
一
字
下
げ
に
し
て
表
記
に

差
を
付
け
た
が
、内
容
面
で
は
他
の
天
皇
と
公
平
に
考
証
を
加
え
た
。

『
天
皇
皇
族
実
録
』
で
も
計
画
段
階
か
ら
対
象
に
含
ん
で
い
た
（
大

塚
美
保
「
帝
室
制
度
審
議
会
と
鷗
外
晩
年
の
業
績
」）。
御
歴
代
数
調

査
を
待
た
ず
と
も
、
鷗
外
が
手
掛
け
た
事
業
を
進
め
る
こ
と
は
可
能

だ
っ
た
。

　

で
は
、
伊
東
が
熱
心
に
働
き
か
け
た
動
機
は
何
だ
っ
た
の
か
。
西

川
論
文
は
「
政
治
的
野
心
」
と
指
摘
し
、
中
で
も
栄え
い

爵し
ゃ
くへ

の
野
心
が

「
最
も
大
き
な
動
機
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
平
沼
騏き

一い
ち

郎ろ
う

は
、
伊
東
が
帝
室
制
度
審
議
会
の
総
裁
に
就

い
た
こ
と
を
「
自
分
の
手
柄
に
も
し
た
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
」
と
振

り
返
り
、「
伊
東
と
云い

ふ
人
は
自
分
の
位
が
陞の
ぼ

る
こ
と
は
熱
望
す
る

が
、
人
が
進
む
の
は
厭
な
の
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
（『
平
沼

騏
一
郎
回
顧
録
』）。

　

原
敬
は
末す
え
ま
つ松
謙け
ん

澄ち
ょ
う（
伊
藤
博
文
の
娘
婿
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
政

治
家
）
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
帝
室
制
度
審
議
会
で
議
論
し
て
い

た
王
公
家
軌
範
に
つ
い
て
「
長
編
に
て
伊
東
は
之
を
成
立
せ
し
め
ば

伯
爵
に
陞
る
企
く
わ
だ
てな
り
と
噂
す
と
云
へ
り
」（『
原
敬
日
記
』
大
正
七
年
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十
月
十
七
日
条
）
と
記
し
た
。

　

子し

爵し
ゃ
くだ

っ
た
伊
東
が
大
正
十
一
年
九
月
二
十
五
日
に
伯は
く

爵し
ゃ
くと

な
っ

た
日
の
『
倉
富
日
記
』
は
、「
陞
し
ょ
う

爵し
ゃ
く（

＝
爵
位
が
上
が
る
こ
と
）
は

多
年
の
宿
望
な
り
し
模
様
な
り
。
今
後
帝
室
制
度
審
議
会
の
功
に
因よ

り
ま
さ
か
侯こ
う

爵し
ゃ
くと
云
ふ
訳
に
は
行
か
ざ
る
べ
し
」
と
皮
肉
を
込
め
て

書
き
留
め
た
。
御
歴
代
数
調
査
の
審
議
再
開
を
働
き
か
け
る
の
は
、

更
に
上
の
爵
位
を
狙
う
た
め
で
は
な
い
か
と
倉
富
は
推
測
し
て
い

る
。

　

鷗
外
を
取
り
巻
く
政
官
界
で
、
伊
東
の
野
心
は
周
知
の
こ
と
だ
っ

た
。
山
県
の
死
か
ら
間
も
な
い
大
正
十
一
年
四
月
十
五
日
に
賀
古
が

鷗
外
に
宛
て
た
書
簡
で
も
、
伊
東
が
話
題
に
上
っ
た
。

「
此こ
の

ご
ろ
の
政
界
は
伊
東
が
元
老
気
取
り
に
画
策（
中
略
）山
公（
＝

山
県
）
法
要
之の

席
に
て
彼か

れ
（
＝
伊
東
）
大お
お
いに
人
々
に
お
せ
じ
を

云
ひ
小
生
に
も
旧
を
談
じ
何
と
な
く
話
し
か
け
候
そ
う
そ
う。

取
り
合
は
ず

に
置
き
申
候
」（
宗
像
和
重
監
修
『
森
鷗
外
宛
書
簡
集
1　

賀
古

鶴
所
』
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
、
二
〇
一
七
年
）。

　

元
老
と
し
て
最
有
力
だ
っ
た
山
県
亡
き
後
、「
元
老
気
取
り
に
画

策
」
す
る
伊
東
に
対
し
、
賀
古
の
不
快
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
鷗
外

に
よ
る
返
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
と
も
に
山
県
に
仕
え
た
者
と

し
て
思
い
を
共
有
し
た
に
違
い
な
い
。

鷗
外
も
爵
位
を
望
ん
だ
か

　

華
族
制
度
は
明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
に
創
設
さ
れ
た
。
江
戸
時

代
の
旧
来
の
身
分
制
を
解
体
し
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
新
た
な
貴
族

階
級
を
設
定
す
る
も
の
だ
っ
た
。
公
家
や
大
名
の
出
身
で
な
く
て
も

「
国
家
に
勲
功
あ
る
者
」
と
認
め
ら
れ
れ
ば
男
爵
に
列
せ
ら
れ
、
さ

ら
に
子
爵
、
伯
爵
、
侯
爵
、
公
爵
と
陞の
ぼ

る
こ
と
が
で
き
た
。
戦
争
の

功
績
に
よ
る
「
武
功
」
だ
け
で
な
く
、
官
僚
ら
の
「
文
勲
」
も
対
象

だ
っ
た
。
伊
藤
博
文
と
山
県
有
朋
は
、
下
級
武
士
の
生
ま
れ
だ
っ
た

が
最
上
位
の
公
爵
ま
で
上
り
詰
め
て
い
る
。

　

爵
位
を
望
ん
だ
の
は
、
何
も
伊
東
だ
け
で
は
な
い
。
陸
軍
省
医
務

局
長
は
鷗
外
の
前
任
者
六
人
の
う
ち
、
鷗
外
の
上
官
だ
っ
た
石
黒
忠た
だ

悳の
り

や
東
京
大
医
学
部
同
期
の
小
池
正
直
ら
五
人
が
男
爵
も
し
く
は
子

爵
と
な
っ
て
い
る
。
唯
一
爵
位
を
授
か
ら
な
か
っ
た
石
坂
惟い

寛か
ん

は
在

職
期
間
が
約
一
年
と
短
い
が
、
鷗
外
は
八
年
六
カ
月
務
め
た
。

　

大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
九
月
十
六
日
、『
婦
女
通
信
』
に
陸
軍

引
退
を
事
前
に
報
じ
ら
れ
た
際
、
鷗
外
は
集
ま
っ
た
新
聞
記
者
の
取

材
に
応
じ
た
。「
全
く
寝
耳
に
水
だ
」
と
否
定
し
た
上
で
、
次
の
よ

う
に
答
え
た
と
翌
日
の
読
売
新
聞
が
報
じ
て
い
る
。

「
う
わ
さ
で
は
男
爵
を
授
け
ら
れ
る
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
そ
う

だ
が
、
こ
の
局
長
の
椅
子
か
ら
男
爵
に
な
っ
た
石
黒
閣
下
は
二
十

七
八
年
の
役
（
＝
日
清
戦
争
）
に
偉
功
が
あ
り
、
同
じ
く
故
小
池

閣
下
は
三
十
七
八
年
の
役
（
＝
日
露
戦
争
）
に
殊
勲
が
あ
っ
た
か

ら
で
、
だ
れ
で
も
華
族
様
に
な
れ
る
と
思
う
の
は
途
方
も
な
い
こ

と
だ
」

　

謙
遜
だ
ろ
う
が
、
爵
位
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
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陸
軍
退
官
に
伴
い
貴
族
院
議
員
に
推
さ
れ
た
際
、
大
正
四
年
十
二
月

六
日
の
石
黒
宛
書
簡
で
謝
意
と
と
も
に
率
先
し
て
受
諾
す
る
意
向
を

示
し
て
い
る
。「
我
家
を
興
さ
む
」（『
舞
姫
』）
と
い
う
思
い
は
、
森

家
と
し
て
の
宿
願
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
期
待
に
反
し
て
、
鷗
外
は

男
爵
に
も
、
貴
族
院
議
員
に
も
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
鷗
外
の
遺
言
に
あ
る
「
宮
内
省
陸
軍
皆
縁

故
あ
れ
ど
も（
中
略
）あ
ら
ゆ
る
外
形
的
取
扱
ひ
を
辞
す
」「
宮
内
省
、

陸
軍
の
栄
典
は
絶
対
に
取
り
や
め
を
請
ふ
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ

う
な
解
釈
が
あ
る
。
男
爵
を
望
み
な
が
ら
も
な
れ
な
か
っ
た
鷗
外
が

自
尊
心
を
保
つ
た
め
、「
爵
位
は
絶
対
に
受
け
ぬ
と
先
制
し
て
宣
言

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、授
爵
が
黙
殺
さ
れ
る
と
い
う
生
涯
の
屈
辱
を
、

模も

糊こ

の
う
ち
に
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」（
大
谷
晃
一
『
鷗
外
、
屈

辱
に
死
す
』
人
文
書
院
、
一
九
八
三
年
）
と
い
う
も
の
だ
。

　

官
僚
・
鷗
外
の
愛
憎
劇
と
し
て
は
面
白
く
、
心
象
風
景
の
解
釈
と

し
て
想
像
を
膨
ら
ま
せ
れ
ば
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
な
り

ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
。
鷗
外
研
究
者
の
山
崎
一か
ず

頴ひ
で

氏
は
、
大

正
九
年
に
起
き
た
図
書
寮
の
火
事
と
帝
室
博
物
館
の
盗
難
の
管
理
責

任
を
問
わ
れ
た
鷗
外
が
進
退
伺
い
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
死

の
前
年
に
あ
た
る
大
正
十
年
の
時
点
で
授
爵
を
断
念
し
て
い
た
と
断

定
し
、
大
谷
説
を
否
定
し
て
い
る
（
山
崎
『
森
鷗
外　

国
家
と
作
家

の
狭
間
で
』
新
日
本
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）。

　

だ
が
、
鷗
外
が
図
書
寮
に
お
け
る
歴
史
事
業
に
死
の
間
際
ま
で
取

り
組
ん
だ
こ
と
か
ら
、
授
爵
の
可
能
性
を
捨
て
て
い
な
か
っ
た
と
筆

者
は
考
え
る
。

　

歴
史
事
業
も
国
家
へ
の
貢
献
と
し
て
爵
位
を
授
か
る
対
象
と
な
っ

た
。
伊
東
巳
代
治
が
主
導
し
た
御
歴
代
数
の
確
定
と
皇
統
譜
令
の
制

定
を
受
け
た
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
、
帝
室
制
度
審
議
会
委
員

を
務
め
た
倉
富
勇
三
郎
、
平
沼
騏
一
郎
、
富
井
政
章
の
三
人
に
男
爵

が
授
け
ら
れ
た
。
倉
富
と
平
沼
は
、
臨
時
御
歴
代
史
実
考
査
委
員
会

委
員
も
兼
任
し
た
。
既
に
伯
爵
と
な
っ
て
い
た
伊
東
に
は
、
摂
政
宮

（
後
の
昭
和
天
皇
）
か
ら
功
績
を
褒
め
る
勅
語
が
授
け
ら
れ
た
（『
昭

和
天
皇
実
録
』
大
正
十
五
年
十
月
二
十
八
日
条
）。
昭
和
四
（
一
九

二
九
年
）
に
は
、
水
戸
徳
川
家
当
主
で
侯
爵
だ
っ
た
徳
川
圀く
に

順ゆ
き

が
、

徳
川
光み
つ

圀く
に

以
来
の
『
大
日
本
史
』
の
編
集
を
完
成
さ
せ
た
功
績
で
公

爵
へ
と
陞
っ
て
い
る
。

『
元
号
考
』
が
完
成
し
て
い
た
ら

　
『
天
皇
皇
族
実
録
』
は
当
初
の
計
画
か
ら
大
幅
に
遅
れ
た
も
の
の
、

昭
和
十
一
（
一
九
三
六
）
年
に
脱
稿
し
た
。
印
刷
を
終
え
た
冊
か
ら

昭
和
天
皇
に
届
け
ら
れ
、
翌
々
年
に
以
下
の
行
賞
が
あ
っ
た
。

「
大
正
天
皇
実
録
及
び
明
治
以
前
の
天
皇
皇
族
実
録
編
集
関
係
者

へ
の
行
賞
を
行
わ
れ
、
図
書
寮
編
修
官
芝し
ば

葛か
ず

盛も
り

を
勲
三
等
に
叙
し

旭
日
中
綬
章
を
授
け
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
図
書
頭
渡
辺
信
・
前

図
書
頭
杉
栄
三
郎
・
元
編
修
官
三
条
西
公
正
・
同
武
田
勝
蔵
以
下

の
関
係
者
に
賜
金
・
賜
品
あ
り
」（『
昭
和
天
皇
実
録
』
昭
和
十
三

年
六
月
十
六
日
条
）
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主
導
し
た
鷗
外
が
存
命
な
ら
、
こ
れ
以
上
の
行
賞
を
受
け
た
こ
と

は
確
実
だ
。『
帝
諡
考
』は
刊
行
済
み
だ
っ
た
。
構
想
倒
れ
に
終
わ
っ

た
六
国
史
定
本
化
、
生
前
は
未
完
に
終
わ
っ
た
『
元
号
考
』
も
完
成

し
て
い
れ
ば
、
男
爵
と
な
っ
た
他
の
陸
軍
省
医
務
局
長
と
比
べ
て
も

遜
色
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
以
上
で
あ
る
。

　

鷗
外
は
死
の
床
に
就
い
て
も
『
元
号
考
』
の
完
成
を
あ
き
ら
め
て

い
な
か
っ
た
。
遺
言
を
口
述
し
た
翌
日
の
大
正
十
一
年
七
月
七
日
、

『
元
号
考
』
に
つ
い
て
「
ふ
た
た
び
こ
れ
に
か
か
る
よ
う
に
な
れ

ば
・
・
・
」
と
、
妹
・
喜
美
子
の
夫
で
あ
る
小こ

金が
ね

井い

良よ
し

精き
よ

に
対
し
て

語
っ
た
（
星
新
一
『
祖
父
・
小
金
井
良
精
の
記
』（
新
潮
社
、
一
九

七
五
年
）。
意
識
が
薄
れ
て
い
く
中
、
七
月
九
日
に
息
を
引
き
取
る

直
前
ま
で
『
元
号
考
』
に
執
着
し
て
い
た
。
歴
史
事
業
が
一
つ
完
成

す
る
ご
と
に
、
結
果
と
し
て
爵
位
へ
一
歩
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。
男

爵
を
授
か
る
こ
と
が
で
き
な
そ
う
だ
か
ら
「
受
け
ぬ
と
先
制
し
て
宣

言
す
る
」
と
い
う
大
谷
説
は
、
成
り
立
た
な
い
。
遺
言
に
記
さ
れ
た

栄
典
拒
否
の
理
由
は
別
に
あ
る
。

大
臣
と
の
距
離
感
が
表
れ
た
病
症
発
表
へ
の
関
与

　

山
県
の
失
脚
と
、
山
県
系
だ
っ
た
中
村
雄
次
郎
大
臣
、
石
原
健
三

次
官
の
交
代
は
、
宮
内
省
内
の
権
力
構
造
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。

そ
れ
ま
で
職
員
数
や
予
算
の
拡
大
要
求
が
次
々
と
通
っ
て
い
た
鷗
外

だ
っ
た
が
、
政
治
的
後
ろ
盾
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
。
波
多
野
、
中

村
、
牧
野
と
い
う
三
代
に
渡
る
大
臣
と
の
距
離
の
遠
近
は
、
鷗
外
が

関
与
し
た
大
正
天
皇
の
病
状
発
表
に
表
れ
て
い
る
。

　

連
載
第
三
回
で
、
大
正
天
皇
の
病
状
発
表
文
を
鷗
外
が
事
前
に
添

削
し
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
た
。
漢
籍
の
素
養
が
買
わ
れ
た
の
だ
ろ

う
。
発
表
は
①
大
正
九
年
三
月
三
十
日
②
同
年
七
月
二
十
四
日
③
大

正
十
年
四
月
十
六
日
④
同
年
十
月
四
日
⑤
同
年
十
一
月
二
十
五
日
─

─
の
計
五
回
で
あ
る
。
第
五
回
発
表
時
に
、
執
務
が
困
難
に
な
っ
た

と
し
て
皇
太
子
（
後
の
昭
和
天
皇
）
の
摂
政
就
任
が
発
表
さ
れ
た
。

　

第
一
回
発
表
の
際
、
前
日
の
大
正
九
年
三
月
二
十
九
日
の
『
鷗
外

日
記
』
に
「
波
田
野
敬
直
宮
相
が
予よ

等
を
召
し
聖せ
い

上じ
ょ
う

不ふ

豫よ

（
＝
天

皇
の
病
気
）
の
事こ
と

を
言
う
。
予
は
告
示
文
を
削
正
す
」
と
あ
る
。「
削

正
」
は
削
除
し
た
り
、
訂
正
し
た
り
す
る
こ
と
。
別
の
者
が
作
っ
た大正天皇
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原
案
に
、
鷗
外
が
手
を
入
れ
た
。

　

首
相
の
原
敬
も
同
じ
く
三
月
二
十
九
日
、
波
多
野
大
臣
に
呼
ば
れ

て
宮
内
省
に
赴
き
、
発
表
文
の
書
面
を
内
示
さ
れ
た
（『
原
敬
日
記
』

同
年
三
月
三
十
日
条
）。
二
人
の
日
記
か
ら
前
後
関
係
は
明
確
で
は

な
い
が
、
首
相
の
最
終
的
な
了
承
を
得
る
前
に
鷗
外
が
添
削
す
る
の

が
自
然
だ
ろ
う
。
内
容
は
、
天
皇
の
症
状
は
糖
尿
病
と
座
骨
神
経
痛

で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
脳
に
障
害
が
あ
る
と
い
う
真
の
病
状

は
伏
せ
ら
れ
た
。

　

こ
の
日
の
『
原
敬
日
記
』
に
は
、
医
師
の
診
断
書
と
発
表
文
の
双

方
が
全
文
転
載
さ
れ
て
お
り
、
比
較
す
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
文
言

修
正
が
行
わ
れ
た
か
が
分
か
る
。

「
御ご

登と
う

極き
ょ
く（
＝
即
位
）
以
来
、
御
政
務
御ご

親し
ん

裁さ
い

の
為た
め

、
万ば
ん

事じ

御ご

多た

端た
ん

（
＝
仕
事
が
忙
し
い
）
と
相あ
い

成な

り
」（
診
断
書
）

「
陛
下
御
践せ
ん

祚そ

（
＝
即
位
）
以
来
、常
に
内な
い
が
い外

多た

じ事
に
渉わ
た

ら
せ
ら
れ
」

（
発
表
文
）

　「
御
軫し
ん

念ね
ん

（
＝
天
皇
の
み
こ
こ
ろ
）
を
悩
ま
せ
ら
る
ゝ
事
の
多
き
」

（
診
断
書
）

「
終
始
宸し
ん

襟き
ん

（
＝
天
皇
の
み
こ
こ
ろ
）
を
労
さ
せ
給た
ま

ふ
こ
と
少
な

か
ら
ず
」（
発
表
文
）

　「
御
政
務
を
御
覧
遊
ば
さ
る
ゝ
の
外ほ
か

は
成な

る
可べ

く
御
寛く
つ
ろぎ
御
慰
安

を
主
と
し
」（
診
断
書
）

「
政
務
を
臠み
そ
なは

さ
る
ゝ
（
＝
ご
覧
に
な
る
）
外ほ
か

は
、専も
っ
ぱら

玉ぎ
ょ
く
た
い体（

＝

天
皇
の
体
）
の
安あ
ん
よ
う養
を
旨
と
せ
ら
れ
」（
発
表
文
）

　

そ
し
て
発
表
文
は
、
診
断
書
に
な
い
以
下
の
文
言
を
追
加
し
て
締

め
く
く
ら
れ
た
。

「
侍じ

医い

の
意
見
に
因よ

り
、
本
年
は
今
暫し
ば
らく
御
静
養
の
為た
め

、（
静
養
先

の
葉
山
に
）御
駐ち
ゅ
う

輦れ
ん（
＝
天
子
が
出
か
け
た
先
で
滞
在
す
る
こ
と
）

相あ
い

成な

る
こ
と
ゝ
な
ら
ん
」

　

ど
の
部
分
が
鷗
外
に
よ
る
添
削
か
は
定
か
で
な
い
も
の
の
、
診
断

書
で
は
「
御
登
極
」「
御
政
務
」「
御
親
裁
」「
御
多
端
」
と
天
皇
へ

の
尊
敬
を
表
す
「
御
」
が
多
用
さ
れ
て
読
み
に
く
か
っ
た
が
、
発
表

文
で
は
そ
れ
が
減
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
代
わ
り
に
「
臠
は
さ

る
」「
玉
体
」「
駐
輦
」
な
ど
天
子
に
対
し
て
使
う
漢
語
を
駆
使
し
、

格
調
高
い
だ
け
で
な
く
簡
潔
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
天
皇
の
心
労

に
つ
い
て
「
悩
ま
せ
ら
る
ゝ
事
の
多
き
」
と
い
う
診
断
書
の
直
接
的

な
表
現
を
、「
労
さ
せ
給た
ま

ふ
こ
と
少
な
か
ら
ず
」
と
婉
曲
的
に
言
い

換
え
た
部
分
か
ら
も
、文
章
に
習
熟
し
た
者
の
技
巧
を
感
じ
さ
せ
る
。

鷗
外
起
草
の
第
二
回
発
表
文

　

第
二
回
発
表
は
関
与
が
よ
り
深
ま
る
。
発
表
の
十
二
日
も
前
の
大

正
九
年
七
月
十
二
日
、『
鷗
外
日
記
』
は
「
中
村
雄
次
郎
宮
相
が
予

に
使つ
か
いし

、
聖
上
の
病
び
ょ
う
き
ょ
う况

書
を
艸そ
う

す
」
と
記
す
。「
艸
」
は
く
さ
か
ん

む
り
の
原
型
で
「
草
」
と
同
義
で
あ
る
。「
草
」
に
は
文
案
を
起
草

す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
発
表
文
の
原
案
を
作
る
よ
う
命
じ
ら
れ
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た
の
だ
。

　

大
臣
は
山
県
側
近
の
中
村
に
交
代
し
て
お
り
、
山
県
と
距
離
が

あ
っ
た
前
任
の
波
多
野
に
比
べ
て
鷗
外
に
信
頼
を
置
い
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
中
村
の
大
臣
起
用
に
つ
い
て
、
原
は
「
畢ひ
っ

竟き
ょ
う

宮

中
を
全
部
山
県
系
と
な
す
の
考
か
ん
が
えに
出
た
る
事
云い

ふ
迄ま
で

も
な
き
事
な

り
」（『
原
敬
日
記
』
六
月
十
五
日
条
）
と
警
戒
感
を
示
し
た
が
、
山

県
閥
の
一
角
だ
っ
た
鷗
外
に
と
っ
て
は
働
き
や
す
い
環
境
と
な
っ
た

こ
と
だ
ろ
う
。

　

中
村
が
原
に
文
案
の
相
談
を
し
た
の
は
、
鷗
外
に
指
示
を
し
て
か

ら
八
日
後
の
七
月
二
十
日
。
鷗
外
作
成
の
も
の
が
原
に
示
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
。
原
は
日
記
に「
余よ

熟
読
、差さ
し

支つ
か
えな

き
旨む
ね

返
答
し
た
り
」（
七

月
二
十
日
条
）
と
記
し
た
。「
熟
読
」
し
た
の
は
、
第
一
回
よ
り
一

歩
踏
み
込
ん
だ
内
容
だ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。
症
状
は「
漸ぜ
ん

次じ

御
軽
快
」

と
し
な
が
ら
も
、「
御ご

倦け
ん

怠た
い

の
折お
り

柄か
ら

に
は
御
態
度
に
弛
緩
を
来き
た

し
、

御
発
語
に
障
し
ょ
う

碍が
い

起お
こ

り
、明め
い

晰せ
き

を
欠
く
こ
と
偶た
ま

々た
ま

之こ

れ
あ
り
」
と
し
て
、

発
語
障
害
を
公
表
し
た
の
だ
。

　

原
の
了
解
を
得
た
後
に
各
所
へ
根
回
し
し
た
石
原
次
官
は
、「
此こ
の

事こ
と

が
此
節
の
主
眼
」
と
倉
富
に
説
明
し
た
（『
倉
富
日
記
』
七
月
二

十
一
日
条
）。
疲
労
に
よ
り
言
葉
が
不
明
瞭
で
儀
式
な
ど
へ
の
出
席

は
見
合
わ
せ
る
も
の
の
、
理
解
力
や
判
断
力
に
は
問
題
が
な
い
た
め

「
万
機
を
親
裁
」
す
る
（
重
要
事
項
の
政
務
を
天
皇
が
自
ら
行
う
）

こ
と
は
で
き
る
と
い
う
の
が
宮
内
省
の
方
針
だ
っ
た
。
恐
ら
く
鷗
外

も
事
前
に
同
様
の
趣
旨
を
聞
い
た
上
で
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
原
案
を

鷗外が原案を起草した大正天皇の第二回病状発表文を通知する公文書＝宮内公文書
館蔵「大正九年　通牒　雑件録二　内大臣府」第六八号文書
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書
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

第
三
回
発
表
は
定
例
報
告
の
よ
う
な
内
容
で
、
前
回
と
変
化
は
な

い
。
鷗
外
は
発
表
当
日
の
大
正
十
年
四
月
十
六
日
、「
宮
相
室
に
往

き
主し
ゅ
じ
ょ
う上（
＝
天
皇
）
の
病
床
書
を
刪さ
ん

正せ
い

す
」
と
日
記
に
記
し
た
。「
刪

正
」
は
文
書
を
削
っ
た
り
訂
正
し
た
り
す
る
意
味
だ
。
原
案
を
添
削

し
た
の
は
第
一
回
と
同
様
だ
が
、
発
表
当
日
に
文
案
を
示
さ
れ
、
関

与
は
こ
れ
ま
で
で
最
も
薄
い
と
言
え
る
。
こ
の
約
二
カ
月
前
、
大
臣

は
薩
摩
出
身
で
非
山
県
系
の
牧
野
に
交
代
し
て
い
た
。
鷗
外
の
関
与

は
こ
れ
が
最
後
と
な
る
。

従
来
方
針
を
転
換

　

大
正
十
年
十
月
四
日
の
第
四
回
発
表
は
、
内
容
に
大
き
な
変
化
が

あ
っ
た
。
発
語
障
害
が
「
近
頃
其そ
の

度ど

を
増
さ
せ
ら
れ
」
た
上
に
、「
御

注
意
力
、
御
記
憶
力
も
減
退
し
」
て
し
ま
い
、「
快
方
に
向
は
せ
ら

れ
ざ
る
」
様
子
だ
と
、
病
状
の
深
刻
化
を
認
め
た
の
だ
。
し
か
も
、

単
な
る
発
語
障
害
で
は
な
く
、
幼
少
時
に
「
脳
膜
炎
様
の
疾
患
」
に

か
か
っ
て
以
来
、「
屡し
ば
し
ば々

御ご

大た
い

患か
ん

」
を
わ
ず
ら
い
体
調
が
芳
し
く
な

か
っ
た
と
、こ
れ
ま
で
隠
し
て
い
た
真
の
病
状
を
初
め
て
明
か
し
た
。

近
ご
ろ
の
大
正
天
皇
の
容
体
を
拝
す
る
こ
と
は
「
洵ま
こ
とに
恐
き
ょ
う

懼く

に
堪
へ

ざ
る
」
ほ
ど
恐
れ
多
い
も
の
だ
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　

衝
撃
的
な
内
容
で
、
も
は
や
天
皇
は
政
務
を
担
う
こ
と
が
で
き
な

い
状
況
ま
で
病
気
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
を
国
民
に
示
す
も
の
だ
っ

た
。
言
葉
が
不
自
由
で
あ
っ
て
も
天
皇
が
「
万
機
を
親
裁
」
す
る
こ

と
は
で
き
る
と
い
う
、鷗
外
が
関
わ
っ
て
き
た
従
来
の
方
針
を
捨
て
、

宮
内
省
は
摂
政
設
置
へ
と
か
じ
を
切
っ
た
。

　

変
化
し
た
の
は
内
容
だ
け
で
は
な
い
。
牧
野
大
臣
が
鷗
外
に
代

わ
っ
て
頼
っ
た
の
は
、
帝
室
会
計
審
査
局
長
官
の
倉
富
だ
っ
た
。
倉

富
は
大
正
九
年
十
月
の
一
時
期
、
内
大
臣
秘
書
官
長
事
務
取
扱
を
務

め
た
。
天
皇
が
発
す
る
勅
ち
ょ
く

語ご

や
詔
し
ょ
う

書し
ょ

な
ど
「
内
廷
の
文
書
に
関
す
る

事
務
を
掌
つ
か
さ
どる

」
事
務
方
の
責
任
者
で
あ
る
。
内
大
臣
秘
書
官
長
だ
っ

た
近
藤
久ひ
さ

敬た
か

が
退
職
し
、
欠
員
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
任
に
倉
富

を
推
し
た
の
は
、松ま
つ
か
た方
正ま
さ
よ
し義
内
大
臣
だ
っ
た
（『
倉
富
日
記
』
第
一
巻
、

永
井
和
氏
の
解
説
）。
牧
野
と
同
郷
の
薩
摩
出
身
で
、
明
治
期
に
首

相
を
二
度
務
め
た
元
老
の
一
人
で
あ
る
。

　

倉
富
は
法
務
官
僚
出
身
で
法
律
の
専
門
家
だ
が
、
鷗
外
よ
り
九
つ

年
長
で
幕
末
に
藩
校
で
漢
籍
を
学
ん
だ
素
養
が
あ
る
。
具
体
的
な
摂

政
設
置
の
手
続
き
に
着
手
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
た
め
、
法
律
と

漢
籍
の
双
方
に
通
じ
た
倉
富
が
重
宝
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

　

牧
野
大
臣
就
任
に
よ
る
宮
内
省
内
の
権
力
構
造
の
変
化
を
、
原
は

以
下
の
よ
う
に
記
す
。

　
「
山
県
が
摂
政
問
題
以
来
宮
中
の
事
に
付つ
い

て
は
以
前
の
如
き
振ふ
る
ま
い舞

は
不
可
能
に
て
、
殊こ
と

に
牧
野
、
松
方
が
宮
中
に
居
り
て
は
其
手
腕
を

思
ふ
様
に
振
ふ
事
も
不
可
能
な
る
べ
し
」（『
原
敬
日
記
』
大
正
十
年

九
月
二
十
日
条
）
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山
県
失
脚
後
の
宮
内
省

　

鷗
外
が
関
わ
っ
た
第
三
回
発

表
か
ら
お
よ
そ
二
カ
月
後
の
六

月
二
十
三
日
、
牧
野
は
方
針
転

換
に
か
じ
を
切
り
、
摂
政
設
置

の
手
続
き
を
内
密
に
調
査
す
る

よ
う
倉
富
に
依
頼
し
た
。
九
月

二
十
五
日
、
欧
州
訪
問
か
ら
帰

国
し
た
皇
太
子
に
拝
謁
し
て
天

皇
の
病
状
を
報
告
し
た
の
を
皮

切
り
に
、
皇
族
や
元
老
ら
へ
の

根
回
し
を
始
め
た
。
九
月
二
十

九
日
に
は
宮
内
省
参
事
官
の
南

部
光
臣
が
、
牧
野
大
臣
か
ら
示

さ
れ
た
第
四
回
病
状
発
表
の
文

案
を
倉
富
の
も
と
へ
持
参
し

た
。
南
部
は
牧
野
か
ら
「
倉
富

君
に
協
議
し
て
之こ
れ

を
纏ま
と

む
べ

き
」
と
命
じ
ら
れ
た
の
だ
と
い

う
（『
倉
富
日
記
』
同
日
条
）。

　

摂
政
設
置
の
第
五
回
発
表
も

倉
富
が
担
っ
た
。
十
月
二
十
五

日
、
牧
野
が
倉
富
に
対
し
、
発
表
文
に
つ
い
て
「
予
あ
ら
か
じめ
之こ
れ

を
考か
ん
がへ
置お
き

呉く
れ

よ
」
と
伝
え
、
倉
富
も
了
承
し
た
（『
倉
富
日
記
』
同
日
条
）。
倉

富
は
十
月
三
十
一
日
、「
先
日
来
り
作
り
た
る
秘
密
書
類
」
を
牧
野

に
渡
し
た
（『
倉
富
日
記
』
同
日
条
）。
摂
政
設
置
発
表
に
関
す
る
文

書
と
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
間
、
鷗
外
が
関
与
し
た
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
帝
室
博
物

館
総
長
の
職
務
と
し
て
毎
年
秋
に
行
わ
れ
る
奈
良
・
正
倉
院
の
開
閉

封
に
立
ち
会
う
た
め
、
宮
内
省
を
離
れ
て
い
た
。
十
月
三
十
一
日
に

東
京
を
立
ち
、
帰
京
し
た
の
は
第
五
回
病
状
発
表
の
三
日
前
に
あ
た

る
十
一
月
二
十
二
日
だ
っ
た
。
発
表
前
日
の
二
十
四
日
の
『
鷗
外
日

記
』
に
「
省
に
参
る
。
関
屋
次
官
に
見ま
み

え
る
。
明
日
摂
政
の
事
を
議

す
こ
と
を
聞
く
」
と
記
さ
れ
る
だ
け
だ
。
摂
政
設
置
手
続
き
や
発
表

文
の
準
備
が
終
わ
っ
た
後
、
報
告
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
。
鷗
外
は
牧

野
体
制
の
下
、
従
来
の
よ
う
に
重
宝
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い

た
。牧

野
に
敗
れ
、
伊
東
に
も
敗
れ
た
末
に

　

大
正
十
、
十
一
年
の
宮
内
省
に
お
け
る
宮
内
大
臣
の
牧
野
、
図
書

頭
の
鷗
外
、
帝
室
制
度
審
議
会
総
裁
の
伊
東
と
い
う
三
者
の
関
係
を

整
理
す
る
。
ロ
シ
ア
革
命
で
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
が
崩
壊
し
た
に
と
ど
ま

ら
ず
、
欧
州
で
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
で
君
主
制
の
廃
止
が

相
次
い
で
い
た
。
そ
の
よ
う
な
潮
流
の
中
、
天
皇
を
中
心
と
し
て
近

代
国
家
を
作
り
上
げ
て
き
た
日
本
は
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
が
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問
わ
れ
て
い
た
。

　

新
し
い
時
代
に
対
応
し
よ
う
と
官
制
改
革
に
よ
る
職
員
の
刷
新
と

皇
室
の
民
主
化
に
取
り
組
む
牧
野
に
と
っ
て
、
皇
室
制
度
の
整
備
は

最
小
限
で
よ
か
っ
た
。
一
方
、
鷗
外
と
伊
東
は
整
備
を
推
進
す
る
立

場
で
、
牧
野
と
対
立
関
係
に
あ
る
。
鷗
外
と
伊
東
の
方
向
性
は
同
じ

だ
が
、
牧
野
に
よ
っ
て
予
算
や
人
員
が
削
減
さ
れ
る
中
、
限
ら
れ
た

パ
イ
を
巡
り
競
合
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。

　

鷗
外
は
天
皇
の
歴
史
的
根
拠
の
確
か
さ
を
追
求
し
、『
帝
諡
考
』『
天

皇
皇
族
実
録
』、六
国
史
校
訂
準
備
作
業
に
取
り
組
ん
だ
。
特
に
『
元

号
考
』
は
、
大
正
改
元
で
「
不
調
べ
」
が
露
呈
し
た
近
代
元
号
制
度

を
確
立
す
る
た
め
実
務
上
不
可
欠
だ
っ
た
。
現
実
の
大
正
天
皇
が
病

弱
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
よ
り
確
か
な
正
統
性
の
根
拠
を
求
め
よ
う

と
歴
史
の
根
源
に
遡
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

大
正
天
皇
の
病
状
発
表
文
に
関
わ
っ
た
鷗
外
は
、
牧
野
と
と
も
に

代
替
わ
り
に
向
け
た
切
迫
感
を
共
有
し
て
い
た
は
ず
だ
。
君
主
制
の

危
機
へ
の
対
処
を
迫
ら
れ
た
と
い
う
動
機
の
面
な
ら
、
牧
野
と
鷗
外

は
同
じ
だ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
伊
東
は
、
明
治
期
に
自
ら
手
が
け
て
中
断
し
た
皇

室
令
の
完
成
を
目
指
し
た
。
た
だ
、
大
が
か
り
な
法
制
化
は
時
勢
に

か
な
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
動
機
の
背
景
に
あ
る
政
治
的
野
心

を
、
同
時
代
の
政
治
家
や
宮
内
官
僚
は
見
透
か
し
て
い
た
。

　

結
局
、
鷗
外
の
事
業
は
牧
野
体
制
下
で
縮
小
、
遅
滞
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
も
、
伊
東
は
政
治
力
を
駆
使
し
て

自
ら
の
事
業
を
牧
野
に
認
め
さ
せ
た
。
宮
内
官
僚
と
し
て
の
鷗
外
は

牧
野
に
敗
れ
、
そ
し
て
、
伊
東
に
も
敗
れ
た
。
後
ろ
盾
だ
っ
た
山
県

を
失
っ
た
状
況
で
は
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
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